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第１章 総則 
 
１．業務の目的 
 本業務は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第５条の規定に基づくごみ処理
施設精密機能検査である。 
 本業務は、熱海市（以下「委託者」という。）におけるエコ・プラント姫の沢の機能を
保全するために、受託者が施設の概要、運転・維持管理実績等の書類調査、設備等の現状
調査及び施設の機能に関する調査を行い、これらの結果と維持管理基準及び設計基準とを
比較して改善点を指摘し、委託者に改善案を提案することを目的とする。 
 本検査の実施は「一般廃棄物処理施設精密機能検査実施要領（昭 52.11.4 環整第 95
号）」による他、本仕様書に示す事項を遵守して行うものとする。 
 
２．業務委託名称 
 エコ・プラント姫の沢精密機能検査業務委託 
 
３．委託期限 
 令和２年３月２９日まで 
 
４．委託対象施設（竣工：平成 11 年 4 月） 
 １）廃棄物焼却施設（ごみ焼却施設） 
    全連続燃焼式ストーカ炉 102ｔ/日（90ｔ：都市ごみ、12ｔ：下水汚泥）×2 炉 
 ２）廃棄物再⽣利用施設（リサイクルプラザ） 
    破砕選別設備 10ｔ/日、缶類選別設備 9ｔ/日 
 
５．関係法令等の遵守 
 受託者は、本業務の実施にあたり、次の関係法令等を遵守しなければならない。 
 １）「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」同「施行令」同「施行規則」 
 ２）「環境基本法」同「施行令」同「施行規則」 
 ３）「循環型社会形成推進基本法」 
 ４）「水質汚濁防止法」同「施行令」同「施行規則」 
 ５）「大気汚染防止法」同「施行令」同「施行規則」 
 ６）「騒音規制法」同「施行令」同「施行規則」 
 ７）「振動規制法」同「施行令」同「施行規則」 
 ８）「悪臭防止法」同「施行令」同「施行規則」 
 ９）「下水道法」同「施行令」同「施行規則」 
１０）その他業務執行上必要となる関係法令及び要綱 



６．資料の貸与 
 本業務の遂行上、必要な資料は原則として受託者が収集するものであるが、委託者が保
有しているもので業務の遂行に必要な資料（運転データ・ユーティリティーデータ・各種
分析値等）は貸与または、閲覧することができる。 
 貸与を受けた資料については、そのリストを作成し、委託者へ提出し、事務完了後すみ
やかに返納すること。 
 ただし、各種データ（Word データや Excel データ、図面データ）などの電子データは
上記に含まれないものとする。 
 
７．機密の保持 
 受託者は、本業務で知り得たすべての事項について、第三者にもらしてはならない。 
 また、コンサルタントとしての中立性を厳守しなければならない。 
 
８．議事録 
 受託者は、打ち合わせ及び協議の都度、議事録を作成し、委託者に提出すること。 
 
９．質疑 
 本仕様書及び業務遂行上質疑が⽣じたときは、すみやかに委託者・受託者双方にて協議
を行い、業務に支障のないよう務めなければならない。 
 
１０．提出図書 
 本業務における提出図書は次のとおりとする。 
 １）精密機能検査業務報告書 A4 版   5 部 
 ２）上記電子データ  CD-R 等 1 式 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



第２章 精密機能検査業務 
 
１．処理・処分の概要 
 市全体のごみ処理体制、収集体制、人口及びごみ量の実績等基本的事項を取りまとめ
る。 
 
２．施設の概要 
 名称、処理方式、処理能力、その他施設の概要、処理工程、設備仕様等の内容について
まとめる 
 
３．運転管理実績 
 １）運転実績 
    投入量、稼働日数、ごみ焼却量、残灰等残渣量、設備仕様等の内容についてまと 
   める。 
 ２）維持管理状況 
    運転体制、日常作業状況、保守点検状況、ごみ質等検査実施状況、修繕状況等を  
   調査する。 
 ３）処理条件と処理効果 
    投入、燃焼、排ガス処理、排水処理、灰処理工程のそれぞれについて機能を設計    
   基準と比較する。 
 
４．設備・装置の状況 
 １）書類調査 
    基本図書及び運転記録の点検並びに過去の修繕履歴、事故等の状況についての調 
   査。 
 ２）設備装置等調査 
    資料及び目視等により、各設備、装置、機器等について検査し、良・要補修・要 
   交換・改造の４ランクに分けて判定し、その箇所を示す。 
  （１）土木・建築設備 
      各設備について、⻲裂・損傷個所の有無・不等沈下・漏水・浸水の有無等に   
     ついて目視による検査を行う。 
  （２）機械設備 
      各設備について、腐食・損傷個所の有無・装置の振動・異常音・温度上昇そ   
     の他軸受等のオイル・グリスの補給状況及び摩耗等の検査を行う。 
  （３）電気設備 
      各設備について、腐食・損傷個所の有無・絶縁の良否・装置の振動・異常   



     音・温度上昇その他の配線・安全器の状況等の検査を行う。 
  （４）配管・弁類設備 
      各設備について、腐食・損傷個所の有無・接続箇所の漏水・浸水の有無その  
     他弁類の作動の良否等の検査を行う。 
  （５）耐火構造設備 
      炉内面のレンガ壁の状況、特にクリンカの溶着、スポーリング、欠損、目地 
     厚、膨張代等の状況等の検査を行なう。 
  （６）その他 
      全体的な水位高低関係、悪臭発⽣等の確認を行う。 
 
５．総括 
 調査及び分析の結果に基づき総合的な評価を行い、施設の構造及び維持管理上の問題点
を指摘し今後の整備方針を提示する。 


